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はじめに 

2007年夏以降、アメリカのサブプライムローン問題が金融、資本市場に混乱をもたらし、2008

年 9 月のリーマンショックを契機に世界経済は急速に悪化した。我が国の経済もその影響を大き

く受け、景気後退の傾向が続いていた。 

そのような中で、雇用創出の担い手としてはもちろん、地域経済や産業力全体の活性化の担い

手としても有力な、中小企業に対する関心が高まっている。我が国でも、「中小企業は経済を牽

引する力であり、主役である」として、中小企業政策の基本的な考え方と方針を明らかにすべ

く、2010 年 6 月に「中小企業憲章」が閣議決定された。 

一般的に、新規企業の開業は経済成長に正の影響をもたらすことがわかっている。1999 年に改

正された中小企業新基本法においても、ひとつの新たな方針として、「経営の革新および創業の

促進」が定められており、中小企業の新規創業促進がひとつの大きな政策目的とされ、数々の政

策が実施されている。 

しかしながら、わが国の開業率は約 4％前後と、他国と比較しても低い水準を推移しており、

多額の資金を投資して行われている創業促進政策の効果が見えづらい状況にある。 

「政策の効果の不明瞭さ」は、中小企業政策が中核となる2産業政策全般に対して当てはまるこ

とである。 

戦後日本の産業政策は、一般的に経済発展に効果のあるものだと考えられてきた。その理由は、

戦後 20 年余りの日本の経済成長の背景に、政府の政策的な介入があり、そういった政府の介入が

経済成長に貢献したと考えられていることにある。 

しかしながら近年、日本の経済成長は停滞の一途をたどり、元来日本が得意としてきた重要な

産業分野においても、中国や他のアジア諸国といった新興国に追い上げられている状態にある。 

このような停滞期において、戦後から日本が行ってきた産業政策ははたして本当に経済成長に有

効であったのか、その効果は一時的なものであったにすぎないのか、といった疑問から、真の政

策効果を確かめる研究が近年盛んに行われている。 

本稿では、そのような政策効果の不明瞭な産業政策や中小企業政策の中でも特に、先述の通り

近年重要視されている中小企業創業促進を目的とした政策に関して、「中小企業創業促進政策は開

業率上昇に有効である」という仮説を、実証分析によって検証する。本稿の分析により、中小企

業創業促進政策の有効性が確かめられることにより、日本における開業率の上昇、ひいては、日

本の経済成長を促すことへの一助になることを期待する。 

                                                   
2
斎藤愼(2005)によると、産業横断的な唯一の産業政策として中小企業政策を位置づけている。また他の産業政策が時代の経過に

より、変化せざるを得なかった一方で、現在に到るまで中小企業政策の産業政策におけるウェイトは一定のものを維持し続けて

いると述べている。 
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第１章 現状分析 

 本章では、先に述べた中小企業の日本経済に占める重要性を明らかにした上で、日本経済の原

動力たる中小企業の発展の為、いかなる政策が行われてきたのかを述べる。さらにそれら政策の

中でも特に、促進創業政策に着目し、その詳細を述べる。 

第 1 節 中小企業の実態 

本節では、経済全体に占めるシェア、雇用・事業所数の観点から中小企業の実態について述

べ、中小企業の重要性を示す。なお、以下の表は全て製造業に関するものであり、「中小企業基

本法」（新基本法）では、「従業員数 300 人以下または資本金 3 億円以下の企業」が中小企業とし

て定義されている。 

第 1 項 経済全体に占めるシェア 

 
経済産業省「工業統計調査（産業別）」によると、表 1 のように、中小企業が全体に占める製造

業付加価値額は 50%以上を示している。このことから、中小企業の製造業は大企業と同等に我が

国の経済発展の担い手として大きな割合を占めていると言える。 
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第 2 項 雇用、事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じく、経済産業省「工業統計調査（産業別）」によると、表 2 のとおり中小企業が事業所数全

体に占める割合は 98％以上、雇用者数全体に占める割合は表 3のとおり約 70％を占める。このこ

とから日本の企業の大多数は中小企業であり、労働者の多くが中小企業に雇われていることが明

らかである。したがって雇用の担い手としても、中小企業は大きな役割を果たしていると言え

る。 
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第 2 節 中小企業政策 

第 1 項 中小企業政策の変遷 

本項では、中小企業政策の歴史と、その政策目的の変遷について述べる。 

中小企業政策の本格的展開は、1948年の中小企業庁設立に始まるとされているが、中小企業政

策が体系化されたのは 1968 年、中小企業基本法（以後、1999 年の改正がなされる前の中小企業

基本法を旧基本法、改正後を新基本法とする）が制定されてからのことである。旧基本法の政策

目標は「国民経済の経済発展に即応し、中小企業の経済的社会的不利を是正するとともに、中小

企業の自主的な努力を助長する」とされていた。このような「中小企業の社会的不利是正」とい

った旧基本法の政策目的は、戦後の経済復興段階における中小企業政策が伝統的な金融対策と商

工組合による組織化対策を主としており、中小企業の救済・保護を政策理念としていたことから

くる（川上（2010））。しかしながら 1995 年以降の高度経済成長過程において、中小企業政策の

理念はしだいに適応助成を中心としたものへと転換していった。この理念転換の背景には、高度

経済成長期に成長著しい大企業と中小企業との間で格差が生じるようになり、更に消費者物価の

上昇、若年労働力不足、国際競争力強化の必要性等の問題も生じたため、中小企業を近代化し

て、高度経済成長に適応させる政策的対応が求められ始めたことがある。このような流れから当

時の政策理念は「不利是正政策」と「格差是正のための適応助成政策」の二本柱に基づき、それ

らのもとで中小企業政策が体系化されていった。そして旧基本法から新基本法に改正されるまで

の 31 年間、この二本柱を政策理念として政策が形成されていった。 

しかし経済発展に伴い、成長型中規模企業やベンチャービジネスの台頭が見られ始め、成長す

る中小企業がより発展し、自主自立していくことの重要性が強調され、いたずらに保護的政策を

進めるべきではないとの声も上がった。 

このような動きから、中小企業基本法は 1999 年に新基本法へと改正されるに至った。新基本

法において、中小企業は我が国の経済基盤を形成しているものであり、新たな産業を創出し就業

の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済活性化を促進するものと定義

された。以上のように中小企業政策は、中小企業の保護・救済、大企業との格差是正を目的とす

るものから、企業の自主自立、多様で活力ある経済発展を目的とするものへと変化していった。 

表 4 において、旧基本法から新基本法への変遷において、政策理念、政策目的がどのように変 

化したのかを示してある。 
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表 4 新基本法と旧基本法の比較 

旧基本法 新基本法
大企業との格差、不利の是正 独立した中小企業の多様で活力ある成長発展

①経済的社会的制約による不利是正 ①新たな産業の創出

②中小企業者の自主努力の助長 ②就業の機会の増大

③企業間における生産性等の諸格差の是正 ③市場における競争促進

④中小企業の生産性及び取引条件の向上 ④地域経済の活性化

①中小企業構造の高度化等 ①経営の革新および創業の促進

・設備の近代化 ・経営の革新の促進

・技術の向上 ・創業の促進

・経営管理の合理化 ・創造的な事業活動の促進

・企業規模の適正化 ②中小企業の経営基盤の強化

・事業の共同化のための組織整備等 ・人材・技術・情報等経営資源確保の円滑化

・商業及びサービス業 ・取引の適正化

・事業の転換 ③経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

・労働に関する施策 ・環境の変化に応じた経営安定及び事業転換の円滑化

②事業活動の不利の補正

・過度の競争の防止

・下請取引の適正化

・事業活動の機会の適正な確保

・国等からの受注機会の確保

・輸出の振興

・輸入品との関係の調整

③金融、税制等

・資金の融通の適正円滑化

・企業資本の充実

①ı   規模企業対策 ①小規模企業対策

中小企業の中でも特に零細な企業に対する
金融、税制面からの支援

旧基本法を引き継ぐ

②資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

政策理念

政策目的

その他主
な施策

 

『中小企業庁資料』より筆者作成 

 

 

第 2 項 創業促進政策の概要 

前項において、中小企業政策が、中小企業の保護・救済、大企業との格差是正を目的とするも

のから、企業の自主自立の促進、多様で活力ある経済発展を目的とするものへと変化していった

ことを述べた。 

また、新基本法の中でも、「経営の革新および創業の促進」という政策目的は、中小企業の保護・

大企業との格差是正を目的としていた旧基本法にはなかった大きな特徴であり、本稿の冒頭で述

べたように、中小企業における新規創業への期待の表れと見ることができる。 

本稿では、「中小企業創業促進政策は開業率上昇に有効である」という仮説を検証するにあたり、

新基本法の「経営の革新および創業の促進」という政策目的に分類されている政策の中から、特
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に、創業促進を目的とする政策の詳細目的別に分類を行った。以下では、その分類に従い、創業

促進政策の具体的な内容について述べる。 

なお、「地方財政統計年報」によると、地方自治体にとっての中小企業政策に対する予算が計上

されている商工費の概要は、2009 年都道府県商工費、市町村商工費の合計決算額はそれぞれ 4 兆

2861 億円、2 兆 3334 億円に上り、これは同年における国の中小企業対策費の合計 1890 億円の 5

倍強である。このことから、中小企業政策に関して地方自治体にゆだねられている裁量は大きい

と考えられるため、今回は、都道府県が実施している創業促進政策の効果について分析を行うこ

ととする。 

各都道府県が実施している創業促進政策をより詳細に目的別に分類すると、（1）販路拡大（2）

人材育成（3）創業環境の整備（4）技術開発の４つに分けることができる。 

 

（1）販路拡大 

展示会・商談会の実施、海外進出支援、トライアル制度などが挙げられる。展示会や商談会を

行うことで、既存企業と新規開業した企業のマッチングを行ったり、首都圏や海外へも商品を売

り込む経路を開拓したりすることにより、開業後間もない企業がより広い範囲で活動できる機会

を与える。トライアル制度とは、中小企業等が開発した製品等について県の機関が試験的に発注

し、その製品の有用性を評価し官公庁での受注実績をつくることで販路拡大を支援するものであ

る。 

 

（2）人材育成 

起業家育成や知的財産活用事業などが挙げられる。起業家育成にはセミナーや交流会の開催、

窓口相談といったものがある。知的財産活用事業には知的財産活用戦略策定の際に専門家による

支援・アドバイスを受けることができるものもある。 

 

（3）創業環境の整備 

産業集積活性化、場所・設備の提供などが挙げられる。産業集積活性化政策は地域経済の活性

化や企業間のマッチングを促し、より開業しやすい環境づくりに役立っている。場所・設備の提

供に関しては、インキュベーション施設の運営や設備貸出などの事業が行われており、開業時の

オフィス提供などによって初期費用の負担軽減を図っている。また、資金も開業環境に大きな影

響を与えることから、資金の融資、ファンドの設立などもここに含まれる。 

 

 

（4）技術開発 

技術開発に分類される政策には、地域に根付いた技術開発の支援や、ビジネスプランコンペ・

表彰制度といったものが含まれる。地域に根付いた技術開発は、その地域の大学等と連携する産

学連携の下行われていることが多い。ビジネスコンペ・表彰制度は、専門家や地方自治体による

選考が行われる過程で、よりビジネスプランが実現可能性の高いものへとブラッシュアップされ

ていく効果がある。 
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第２章 先行研究及び本稿の位置づけ  

第 1 節 先行研究 

わが国における新規開業に関する先行研究では、全産業、個別産業、あるいは産業間比較を対

象に、様々な地域要因や国あるいは地方自治体の支援体制や環境整備に係る要因について実証分

析が行われている。それらの要因は、（1）需要要因、（2）労働需要要因、（3）人的資本要因、

（4）産業集積・産業構造、（5）コスト要因、（6）資金調達、（7）インフラ要因、（8）公的部

門要因に整理することができる。 

 

（1）需要要因 

 需要要因はもっとも直接的に開業率に対して影響を与える要因として、その重要性が多くの先

行研究で指摘されており、地域における需要の伸びを示す指標は開業率に正の影響を及ぼすとい

う点でコンセンサスが得られている。需要要因は地域における需要の規模と需要の伸びから捉え

られ、需要の規模としては人口や所得水準が、需要の伸びとしては人口増加率や所得の増加率、

GDP 増加率が用いられる。日本における実証分析では、田中(2007）、黒瀬・大塚（2007）、岡室・

小林（2005）、小林(2004)らの研究により、人口や人口増加率が開業率に正の影響をもたらすこと

が明らかにされている。 

 

（2）労働供給要因 

 労働供給を示す代理変数としては、「失業率」が取り上げられることが多い。失業者自身が自

己の雇用のために開業する、または失業者の多い地域では人材確保が容易である、といった理由

より正の影響が想定されうる。また一方、「失業率」の高い地域は経済情勢が悪く、開業環境と

しては望ましくないという理由から負の影響も想定されうる。 

「失業率」を代理変数とした研究では岡室、小林(2005)において、開業率に正の影響を与えること

が確認されている一方で、小林(2004）において「有効求人倍率」を代理変数とした場合、年度に

よってばらつきが観測された。 

 

（3）人的資本要因 

 人的基盤の充実度合いに応じて開業率の程度が変わるという観点から、地域における住民や就

業者の質的・量的構成による人的資本の蓄積・形成の地域間格差が指摘されている。 

 小林（2004）によると生産年齢人口比率と開業率との間に正の因果関係を認める分析がみられ

る一方で、若年人口比率や老年人口比率は開業率を押し下げることが明らかにされている。また、

人的資本蓄積の観点からは、高学歴者比率、専門職・管理職比率、熟練労働者比率、大卒者比率

の比率が高いほど、開業率が高いことが明らかになっている。（岡室・小林 2005、田中 2007） 
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（4）産業集積・産業構造 

 地域における人口や事業所の集積度が高まれば開業のために必要な人材や情報の収集が容易で

あると考えられるため、集積の状況は開業に対して正の効果を与えることが想定される。産業集

積を表す指標としては「事業所密度」が使われることが多く、岡室・小林(2005）や田中(2007)に

おいて、その値が開業率に対して正の影響を与えることが指摘されている。 

産業構造を巡っては、製造業比率がマイナスに、サービス業比率プラスに影響を与えるとの分析

結果が、黒瀬・大塚(2007）より明らかにされている。 

 

（5）コスト要因 

 コスト要因の変数としては、賃金や地価に対する変数が用いられることが多い。労働コストに

関しては、賃金水準が高い地域ほど開業率が低いという分析結果が得られている(岡室・小林 2005、

小林 2004、黒瀬・大塚 2007）一方で、資本コストに関しては地価水準が開業率にプラスとマイナ

スのいずれの影響も与えているとした分析結果（小林 2004）や、家賃が開業率に正の影響を与え

ているとした分析結果がある。 

 

（6）資金調達要因 

 開業時における大きな制約の一つに開業資金の調達があることが既存研究において明らかにさ

れている（日本アプライサイドリサーチ研究所 2006）。資金調達要因を表す指標としては、持家

の担保効果や生活上のセーフティーネットとしての価値に注目し、持ち家比率を用いている先行

研究が多い。 

 国外の実証研究において、持ち家比率は開業率に対して正の影響を与えることが検証されてい

るが、国内の研究においては負の影響を与えるという分析結果が得られている（岡室・小林 2005、

小林 2004）。 

 

（7）インフラ要因 

 新規開業の参入障壁の指標として、地域のインフラ整備の状況に着目して、それが開業率に与

える影響を分析しているものもある。田中(2007)は、製造業開業率に対して工業用水道ストックが

正の影響を与えるという結果を得ている。岡室・小林(2005）では、生産要素の獲得や財・サービ

スの供給に対して有利に働くインフラ要因として交通アクセスに注目し、新幹線の停車駅あるい

は高速道路のインターチェンジの有無が、開業率に正の影響を及ぼしている明らかにしている。 

 

（8）公的部門要因 

 公的部門要因については、税率による開業率の違いや、歳出や公務員数を用いた公的部門比率

を用いて、新規開業への影響が分析されている（岡室・小林 2005、田中 2007）。公共サービスが

事業環境の整備という観点から開業率にプラスの効果をもたらすと考えられる一方、公的部門の

比重が大きい場合には、政府のもとでの規制や民間のインセンティブの低下あるいは公的費用負

担の増大という点から、開業率に対してマイナスの影響を与え得ることも指摘されている。ただ

し、これらの先行研究は、公的部門による個別具体的な産業政策への取り組みを直接的にふまえ
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ているわけではない。そうしたなか、田中(2008)は、地方自治体の産業政策に関係する支出として、

一事業所当たりの商工費を用いている。バブル経済崩壊後に産業政策の方針が変化した可能性を

考慮して分析した結果、崩壊前では商工費は開業率に対して正の影響を与えているが、崩壊後は

マイナスの影響を与えているという分析結果を得ている。 

 

第 2 節 本稿の位置づけ 

本稿の目的は、「中小企業創業促進政策は開業率上昇に有効である」という仮説を実証分析によ

って検証し、中小企業創業促進政策の効果を明らかにすることである。 

上述の通り、先行研究としては、新産業・新企業の創出育成を表す開業率に対する諸要因の効

果を分析したものとして、中村・江島（2004）や小林（2004）、室岡・小林（2005）、奥山（2010）

等がある。しかしこれらの研究は、開業率に影響を及ぼすものとして地域要因や、地方自治体の

支援体制や環境整備に係る要因しか用いておらず、中小企業政策そのものが開業率に与える影響

を分析してはいない。 

そこで本稿は、先行研究でなされてきた地域要因や環境要因を踏まえたうえで、政策の効果も

測定するために、中小企業庁が 2005 年度より実施し公開している都道府県別「中小企業支援計画」

に掲載されている各都道府県の政策の中から、創業促進を目的とした政策を抽出し、その内容に

よって分類をした上で、政策効果の測定を試みた。具体的には「ビジネスコンペ開催運営事業」

「起業家育成事業」「インキュベーション施設運営事業」という 3 つの類型への分類3である。 

また、被説明変数である開業率に関しては、総務省「経済センサス」及び「事業所企業統計調

査」の最新版のデータを用いたことも付け加えておく。 

                                                   
3 これらの他にも、新たな技術を生み出すことを目的とする産官学の連携や、地場産業の振興、産業集積（クラスター）政策な

ど、創業促進を促す政策は多数あった。しかしながら、第一義的に開業率上昇が目的であると明確に定めており、かつ、各都道

府県で実施の有無にばらつきがある政策は上記の 3 つであったことからこれらの政策効果の測定を試みる。 
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第３章 理論・分析 

第 1 節 分析方法 

政府の産業政策効果を測定する指標として開業率に着目し、中小企業政策において、創業促進を

目的とする政策（「ビジネスコンペ開催運営事業」「起業家育成事業」「インキュベーション施設運

営事業」）が開業率に及ぼす効果について都道府県レベルで検証する。 

 具体的には、先行研究に倣い、開業率と開業要因との間での線形の関係を仮定し、都道府県 j

の開業率 Rstart を被説明変数、開業要因 Xfactorを説明変数とする下記のモデルを用いる。 

 
Rstartj=α＋∑βfactorXfactorj＋uj 

 

 ただし、α と β は推定されるべきパラメーター、uj は誤差項である。本論文では開業要因とし

て、需要要因、労働要因、人的資本要因、産業集積・構造要因、コスト要因、資金調達要因、イ

ンフラ要因、公的部門要因の 8 要因を採用する。 

 被説明変数である開業率としては、総務省の「事業所・企業統計調査」の 2006 年調査と「経済

センサス基礎調査」の 2009 年調査から、民営事業所（1 次産業及び公務除く）の開業率（民営事

業所の増加率）を用いている。「事業所・企業統計調査」「経済センサス基礎調査」ともに、存続

事業所数、開設事業所数、廃業事業所数を都道府県ごとに集計している。同統計調査からは毎年

の開業事業所数はわからないため、2011 年度中小企業白書第 3 部の開業率の定義に則り、前回調

査以降の開業事業所数（企業数）から年平均開業事業所数（企業数）を算出し、期首事業所数（企

業数）で除したものを用いる。標本は 2 期間、47 都道府県のプールしたデータである。本来な

ら、より長期間のデータを用いた推計が望ましいが、本稿では中小企業政策及びその予算のデー

タ制約の関係から、2 期間のみでの推計とする。 

 需要要因としては、国勢調査に記載された「人口」を経済センサス基本調査より得た「民営事

業所数」で除したものを用いる。 

 労働要因としては、「完全失業率」を用いる。失業率は開業に対して正と負の両方の影響を与

える可能性が考えられる。具体的には人材確保の容易さの指標と見れば、正の影響が想定される

一方で、経済情勢の指標と見れば、負の影響が想定されうる。 

 人的資本要因としては、量的指標として「生産年齢人口比率」を、質的指標として「専門・技

術職従業者比率」を用いる。これらの指標は開業に対して正の影響が想定される。 

産業集積・構造要因としては、「製造業比率」を用いる。製造業はサービス業と比較して、開

業率が低いことがわかっている。そのため製造業の密集地域においては、開業に対して負の影響

が想定される。 
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コスト要因としては、般財団法人土地情報センター都道府県地価調査より、1 平方メートルあ

たりの価格である「地価水準」用いる。地価が高いところでは、開業時の起業家の負担が大きく

なるため、開業に対して負の影響が想定される。 

資金調達要因としては、「持ち家比率」を用いる。これは資金調達の難易度の代理変数と考え

られるため、開業に正の影響が考えられる。 

インフラ要因としては新幹線の停車駅を保有する都道府県のダミー変数を用いる。 

公的部門要因としては、地方独自の産業政策を表す代理変数として、中小企業支援計画より都

道府県ごとの中小企業対策費を集計し、それを「民営事業所数」で除した値（1 事業所当たりの

中小企業対策費）を用いる。中小企業政策は、財政・金融面からの諸施策（税制、補助金、融資

など）、販路拡大支援、技術指導、創業支援、企業誘致、など多岐にわたるため、本稿で効果を

実証する「ビジネスコンペ開催運営事業」「起業家育成事業」「インキュベーション施設運営事業」

の 3 事業以外の要因をコントロールすべく、1 事業所当たりの中小企業対策費を説明変数に加え

るものとする。 

「ビジネスコンペ開催運営事業」「起業家育成事業」「インキュベーション施設運営事業」の 3 つ
4の施策実施地域のダミー変数については、05 年、08 年のそれぞれの政策実施ダミーに加え、05

年、08 年で継続して政策を実施している都道府県のみを該当地域とするダミー変数も作成した。 

以下に、上記 3 つの政策の内容と、ダミー変数作成に当たり用いた判断基準を示す。 

 

（1）ビジネスコンペ開催運営事業 

創業の量的拡大を図ることを目的とし、一般から優れたビジネスプランを募集し、審査やコン

ペを開催する。選ばれたビジネスプランの作成者に対し、各都道府県や各都道府県の創業支援機

関、金融機関等が連携して、各々の機能を活かしながらプランの実現化を支援する。 

 

（2）起業家育成事業 

起業を目指す個人に対して、起業に関するノウハウを教えるセミナーや、起業家の講演会等を

開催する。なお、個人に対する相談窓口の設置およびカウンセリング業務の実施に関しては、ほ

ぼ全ての都道府県で実施されているため、今回の分類からは除外する。 

 

（3）インキュベーション施設運営事業 

日本新事業支援機関協議会（JANBO）によると、ビジネス・インキュベーターの 4 つの定義は、

起業家に提供するオフィス等の施設を有していること、インキュベーション・マネージャー等（起

業・成長に関する支援担当者）による支援を提供していること、入居対象者を限定していること、

退去起業に「卒業」と「それ以外」の違いを定めていること、とされている。 

                                                   
4
 本稿の位置づけでも述べたように、これらの他にも、新たな技術を生み出すことを目的とする産官学の連携や、地場産業

の振興、産業集積（クラスター）政策など、創業促進を鵜がなす政策は多数あったが、第一義的に開業率上昇が目的であると明

確に定めており、かつ、各都道府県で実施の有無にばらつきがある政策はこれら 3 つであったことから、この 3 つを変数として

採用した。 
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これらの定義を満たす公的インキュベーション施設は、2007 年時点で全国に 176 施設存在して

おり、その事業主体も、都道府県、市町村、独立行政法人と多様である。 

今回の分類では、都道府県がインキュベーション施設の運営・支援を行っており、その事業内

容を「中小企業支援計画」上で明確に表明している場合に、この事業を行っている都道府県であ

ると判断した。また、個別の政策効果をみることに加えて、「どのような環境の地域で、その政策

がより有効に機能するのか」を明らかにすることも有効である。「ビジネスコンペ開催運営事業」

「起業家育成事業」については、起業を志す人の数との相関が高いことが予想されるため、生産

年齢人口比率との交差項を作成した。「インキュベーション施設運営事業」については、地価水準

の高い地域ほど、開業時のオフィス提供などが起業家の負担軽減に資すると考えられるため、そ

の影響を捉えるべく地価水準との交差項を作成した。 
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表 5 変数の定義及びデータ出所 
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これら以外に、地域風土の与える影響が大きいと考えられる沖縄県については、「沖縄ダミー」

を入れてコントロールする。 

なお、本稿の分析で用いるデータ一覧は表 9 のとおりである。説明変数のデータは、被説明変

数の期首（2004 年及び 2007 年）あるいは、その直前のものを用いているが、一部の変数につい

て、データの制約により期間中のデータを用いている。 

第 2 節 推定結果と考察 

人口（1 事業所あたり）の係数は負で統計的に有意な結果を得ている。これは、近年の急速な

インターネット環境の発展により、ネット上での販売などが可能になり、人口をその地域の需要

要因として捉えることが困難になりつつあるからではないだろうか。また小本（2006）は、65 歳

以上の高齢者が多くなるほど開業率は低下するとしており、人口が多いほど高齢者数が多くなる

のは必然であるので、この結果はわが国の深刻な高齢化の影響を表しているともいえる。 

 完全失業率の係数は負で、統計的に有意な結果を得ている。これは失業率の意味するところが、

人材確保の容易さではなく、08 年のリーマンショックに端を発する経済危機による経済衰退の指

標として開業に影響を与えたのではないかと考えられる。 

 生産年齢人口比率は、係数が正で統計的に有意な結果を得ている。労働者が多い地域ほど、多

様な能力を有した人材が存在し、そうした人的資本の蓄積が開業に正の影響を与えていると考え

られる。専門・技術職従業者比率についても同様の解釈が可能で、推定結果 2 では統計的に有意

な結果を得なかったが、推定結果 1 については、専門技術を有した人的資本の蓄積が開業に正の

影響を与えるとの結果が出ている。専門的な支援活動に貢献する知的・技術的人材の豊かさは、

開業に対して正の影響を与えている。 

 製造業比率については、係数が負で統計的に有意な結果を得ている。初期投資の大きさ故に、

製造業はその他の産業と比較して、開業率が低いことは知られている（黒瀬、大塚（2007））。こ

のことから、製造業が集中する地域については、新陳代謝が進んでいないことが読み取れ、そう

した風土が新規開業を阻害しているといえる。 

 地価水準については、係数が負で統計的に有意な結果を得た。地価は事業用地やオフィス用地

に対する資本コストと考えられる。地価が高いところほど、開業コストが高く、それがそのまま

開業率の低下に寄与していると考えられる。 

 持家比率については係数が正であるが、推定結果 1 については、統計的に有意な結果を得てい

ない。持家を保有している割合が高いということは、その個人にとって資金調達が容易であるこ

とを意味している。そうした地域特性が、開業を押し上げている要因であると考えられる。 

 地域のインフラ整備の先進度の指標の一つとして用いた新幹線停車駅ダミーについては、推定

結果 1 において統計的に有意な結果を得なかった。一方、推定結果 2 については、係数が正で有

意な結果がでている。ここから、生産要素の獲得や財・サービスの供給に有利に働く交通インフ

ラの整備が、開業率に対して正の影響を与えていると考えられる。 
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 公的部門については、インキュベーション施設運営事業継続ダミー及びインキュベーション施

設運営事業（継続）ダミーと地価水準の交差項が統計的に有意な結果となった。政策の有無だけ

でなく、政策の継続ダミーが開業に対して正の影響を与えている。政策の浸透度という点では、

インキュベーション政策の新規開業に対する影響は、政策の実施直後に現れるというよりも、実

施から数年後に効果が表れると考えるのが妥当である。また、地価水準の係数が負であったにも

関わらず、インキュベーション施設運営事業（継続）ダミーと地価水準の交差項の係数が正で統

計的に有意であることから、インキュベーション施設によって、地価が起業時のコストとして開

業率に与える負の影響を緩和することが可能であるといえる。 

表 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※1 括弧は標準誤差 

※2 *10％有意、**5％有意、***1％有意 
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おわりに 

 我が国の産業政策に対する確かな評価は定まっていない。たしかに、戦後の日本は他国に類を

見ないほどの急成長をとげ、その産業政策は世界のモデルになると賞賛されたこともあった。し

かしながら、近年では、過去の産業政策の効果を事後的に検証すると、産業政策の有効性が一般

に語られていたほどには鮮明ではなかったとの見方も増えつつある。 

 このように日本の産業政策に対する評価が変化しつつある背景には、「失われた 20 年」を経て、

高度成長期とは対照的に、廃業率が開業率を上回る状況になったこともあろう。 

 政府に産業政策に担うだけの能力が、果たしてあるのだろうか。そうした疑問から本研究は始

まった。本稿では産業政策の中でも、とりわけ創業促進政策に着目し、政策別にその効果の測定

を試みた。具体的には、「ビジネスコンペ開催運営事業」「起業家育成事業」「インキュベーション

施設運営事業」の 3 つである。しかしながら、分析を行うに当たって様々なデータ上の制約を受

けたのも事実である。「中小企業支援計画」に基づいて、各都道府県別の政策とそれに振り分けら

れた予算の把握を試みたが、県ごとに分類の基準が異なること、また都道府県別の「中小企業支

援計画」の作成が始まったのが 2004 年と最近であることから、政策効果を十分に測定できるだけ

のデータが集められたとは言い難い。この点については統一的な基準に基づく計画作成とさらな

るデータの整備が求められる。さらに本稿の分析の結果として、インキュベーション施設運営事

業の有効性を述べたが、他の事業と異なり、なぜこの事業だけその効果的だったのかの定量的な

分析は、今後の検討課題である。 

 また今回は、開業に特化した政策効果の測定となったが、産業関連指標としては、生産性もま

た見逃すことはできない。産業政策が企業の生産性に対してどれほどの影響を及ぼしてきたのか

についての研究も今後の課題である。 

 最後に、本研究が日本の産業発展の一助となることを願い、本稿を締めくくる。 
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